
鉛給水管取替工事助成金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、豊中市上下水道局鉛給水管取替工事助成金交付規程に基づき、鉛 

給水管取替工事助成金（以下「助成金」という。）の交付について、必要な事項を定め 

ることを目的とする。 

（助成の対象） 

第２条 助成の対象となる工事は、給水装置工事申込者（以下「申込者」という。）及び 

給水装置の修繕工事等完了報告者が、鉛給水管(以下「鉛管」という。)を鉛管以外の 

給水管による取替工事を行うものであって、次の各号に該当する工事を行うものとする。 

ただし、官公署及びこれに準ずる公共工事等による場合は助成の適用外とする。 

(1) 給水装置に使用されている鉛管を取り替える工事であること。ただし、次のいず 

れにも該当しないこと。 

ア 建築物の新築もしくは改築を目的とした宅地内メーターから下流側の給水装置 

の末端までの改造工事。 

イ 修繕工事。ただし、修繕工事に伴い、当該修繕箇所以外の工事において鉛管を 

取替えるものは助成の対象とする。 

(2) 口径は、同径であること。ただし、口径１３ｍｍから２０ｍｍに増径する場合、 

豊中市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が２５ｍｍに指導するもの又 

は減径する場合は、この限りでない。 

2 助成の対象であるかないかの判断は、給水台帳又は給・配水管管理図等によって行う。 

ただし、掘削等により鉛管であると豊中市上下水道局の職員が確認した場合は、この 

限りでない。 

（助成金の額） 

第３条 助成金の額は、前条に規定する工事（以下「対象工事」という。）１件ごとに、 

助成金算定基準により、当該工事現場等で数量を確認し、道路部及び宅地部ごとに積 

算を行い、それぞれの工事費の額の２分の1 に相当する額（千円未満の端数が生じた 



ときは、これを切り捨てる。）とする。ただし、道路部の上限は150,000 円とし、また 

宅地部の上限は50,000 円とする。 

（助成金の交付手続き） 

第４条 助成金の交付を受けようとする者は、事前に給水装置工事申込み又は給水装置の 

修繕工事等完了報告を行い、鉛給水管取替工事助成金交付申込書（様式第１号。以下「交 

付申込書」という。）を管理者に提出しなければならない。 

2 交付申込書の必要書類の提出については、申込者又は申込者から対象工事の委任を 

受けた豊中市指定給水装置工事事業者（以下「指定工事業者」という。）によるものと 

する。 

3 交付申込書の提出期間は、対象工事の給水装置工事申込書の提出のときから完了報 

告及びしゅん工検査申込書の提出のときまでとする。 

（交付の決定） 

第５条 管理者は前条の交付申込みがあった場合においては、その内容を審査し、助成 

金の交付の可否を決定し、その旨を申込者に鉛給水管取替工事助成金交付決定通知書 

（様式第２号）をもって通知する。 

（助成金の交付） 

第６条 助成金の交付は、対象工事のしゅん工検査終了後において、第4条の規定による 

交付申込者からの請求により行う。 

2 管理者は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。 

3 管理者は、交付申込者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することができ 

る。 

4 助成は道路部及び宅地部について、それぞれ１回限りとする。 

（交付決定の取消し） 

第７条 管理者は、偽りその他の不正な行為により、助成金の交付の決定を受けた者が 

あると判明した場合は、交付の決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、 

当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。 



（手数料） 

第８条 対象工事については、豊中市水道事業給水条例第３６条第１項第１号に規定す 

る設計審査手数料及びしゅん工検査手数料を徴収する。ただし、豊中市水道事業給水 

条例施行規程第３３条に定める軽易な工事についてはこの限りでない。 

附 則 

1 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

2 この要綱は、施行日以後の給水装置工事申込から適用する。 

附 則 

1 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

2 この要綱による改正後の鉛給水管取替工事助成金交付要綱の規定は、施行日以後の 

交付申込みから適用し、同日前の交付申込みに係る助成金の交付については、なお従 

前の例による。 

附 則 

1 この要綱は、平成２０年４月１日から実施する。 

2 この要綱は、実施日以後の給水装置工事申込に係る助成金の交付から適用する。 

附 則 

1 この要綱は、平成２１年４月１日から実施する。 

2 この要綱は、実施日以後の給水装置工事申込に係る助成金の交付から適用し、同日 

前の給水装置工事申込に係る助成金の交付については、なお従前の例による。 

附 則 

1 この要綱は、平成２６年１１月１日から施行する。 

2 この要綱は、実施日以後の給水装置工事申込に係る助成金の交付から適用し、同日 

前の給水装置工事申込に係る助成金の交付については、なお従前の例による。 

附 則 

1 この要綱は、令和３年１月１日から実施する。 

2 この要綱は、実施日以後の給水装置工事申込に係る助成金の交付から適用し、同日 



前の給水装置工事申込に係る助成金の交付については、なお従前の例による。 

附 則 

1 この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 

2 この要綱は、実施日以後の給水装置工事申込に係る助成金の交付から適用し、同日 

前の給水装置工事申込に係る助成金の交付については、なお従前の例による。 

 



TEL

助成金の交付を申込みます。

（　　　　　　　　　　　番地）

（4）工事場所

第　　         　　　号

              　年　　　月　　　日

第　　         　　　号

豊中市　　　　　　　　町　　　　　　　丁目　　　　　　番　　　　　　号

1.給水装置工事

（1）受付番号

（2） 受 付 日

（3）水栓番号

豊中市上下水道事業管理者　宛

申込者住所

申込者氏名

記

私は、下記の給水工事について、鉛給水管取替工事助成金交付規定第４条に基づき

（様式第１号） 鉛交受付No.　　　－

　　　年　　 　月　 　　日

鉛給水管取替工事助成金交付申込書



（様式第２号）

吉田　久芳

１.

２.

３. 〒560-0022　　　　　豊中市北桜塚４丁目１１番１８号

豊中市上下水道局経営部

お客さまセンター給排水サービス課

TEL　06-6858-2961

  　　　　付給水装置工事申込みのあった件について、鉛給水管取替工事

助成金交付規程第5条に基づき、下記のとおり助成金の交付を決定いたします。

鉛給水管取替工事助成金交付可否決定通知書

豊中市

連     絡     先

記

　　　　豊中市水道事業管理者

豊給排鉛第

工　事　場　所

助成金額

　　　年　　　月　　　日　　　

様


